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大磯町「投稿掲示板」  利用規約  

 

 

この「投稿掲示板（以下、掲示板）」を利用いただくにあたっては、以下の規約に同

意いただく必要があります。  

なお、この掲示板の利用者は、利用規約に同意したものとします。  

 

１．掲示板開設の目的  

この掲示板は、大磯町及び大磯らしい潤いづくり協議会構成員などが情報発信を行う

場として、大磯町が開設しています。  

 

２．投稿できる団体等  

投稿できる団体等は、大磯町及び大磯らしい潤いづくり協議会構成員、大磯らしい潤

いづくり協議会構成員と連携して来訪者の誘客及び地域経済へ寄与する事業に取り組

む団体とします。  

 

３．投稿にあたってのルール  

次の項目に該当する場合は掲示できません。  

 

（１）大磯町または町民に関わりのない投稿  

（２）虚偽または内容が不明確なもの  

（３）広告、宣伝等の営利を目的とした投稿  

   （来訪者の誘客及び地域経済へ寄与できると認められるものを除く）  

（４）選挙運動や政治活動、宗教活動、個人活動の宣伝を目的とした投稿  

（５）他人を誹謗中傷する投稿や人権を侵害する投稿、公序良俗に反する投稿  

（６）他人の著作権を侵害した投稿  

（７）他人に不利益を与える投稿  

（８）町の品位、公共性または公益性を損なう恐れがある投稿  

（９）個人のプライバシーに関わる投稿  

（ 10）法令等に違反する、または違反するおそれがある投稿  

（ 11）掲示板の円滑な運営を妨げる投稿  

（ 12）町への意見や提言などの投稿  

（ 13）その他、大磯町が不適切であると判断した投稿  
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４．審査  

投稿された記事は、大磯町の審査を経て掲示板に掲載します。  

 

５．掲載記事の削除  

掲載記事の内容が次の項目に該当すると判断した場合は、投稿者に断りなく、掲載記

事の全部または一部を削除することがあります。  

 

（１）前項の「投稿にあたってのルール」に違反することとなった掲載記事、または違

反のおそれがある掲載記事  

（２）掲載開始から 12 ヵ月を経過した掲載記事  

（３）投稿目的の期日に到達した掲載記事  

 

６．個人情報公開の同意  

この掲示板への投稿のため、投稿者が公開連絡先欄に入力した個人情報は、大磯町個

人情報保護条例第８条第２項第２号に規定する本人の同意があったものとみなします。 

 

７．免責  

掲示板の利用に関して、利用者または第三者が被った損害については、大磯町は一切

責任を負いません。  

 

８．掲載時の注意点  

投稿は、大磯町が承認したうえで公開しますので、投稿日から公開まで日数を要する

場合があります。  

 

９．その他  

この規約に定めるもののほか、必要な事項については、大磯町が別に定めます。  

 

 


